
毎
週
火
・
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曜
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（
当
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が
休
日
に
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た
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と
き
は
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行
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香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

一

目

次

（

印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

号 　 外

平成 18 年

3 月28日（火曜日）

（

印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

条
　
　
例

香
川
県
市
町
合
併
推
進
審
議
会
条
例
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
自
治
振
興
課
）

一
〇

香
川
県
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関

す
る
条
例
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
情
報
政
策
課
）

一
一

知
事
等
の
給
与
等
の
特
例
に
関
す
る
条
例
　
（
政
策
課
、
人
事
・
行
革
課
、
教
育
委
員
会
）

一
三

香
川
県
障
害
者
介
護
給
付
費
等
不
服
審
査
会
条
例
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
障
害
福
祉
課
）

一
八

香
川
県
身
体
障
害
者
社
会
参
加
支
援
施
設
条
例
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

一
九

香
川
県
使
用
料
、
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
　
　
　
　
　
　
（
政
　
策
　
課
）

二
一

特
別
会
計
の
設
置
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

二
七

香
川
県
議
会
議
員
の
報
酬
、
費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
支
給
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
　
　
　
　
（
県
民
参
画
課
）

二
八

香
川
県
立
文
書
館
条
例
及
び
香
川
県
立
図
書
館
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
法
務
文
書
課
、
教
育
委
員
会
）

香
川
県
行
政
手
続
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
法
務
文
書
課
）

二
九

香
川
県
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
　
　
　
　
　
　
　
　
（
人
事
・
行
革
課
）

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
及
び
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

〃

）

香
川
県
職
員
退
職
手
当
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
　
　
　
　
　
　
（

〃

）

八
二

知
事
等
の
給
与
、
旅
費
及
び
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（

〃

）

九
三

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
　
　
（

〃

）

障
害
者
自
立
支
援
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例

（
職
員
課
、
障
害
福
祉
課
）

九
八

香
川
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
　
　

（
環
境
管
理
課
、
長
寿
社
会
対
策
課
、
住
宅
課
）
一
〇
一

香
川
県
介
護
保
険
財
政
安
定
化
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
長
寿
社
会
対
策
課
）
一
〇
三

附
属
機
関
を
構
成
す
る
委
員
そ
の
他
の
構
成
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
子
育
て
支
援
課
）

香
川
県
身
体
障
害
者
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
障
害
福
祉
課
）

食
品
衛
生
法
に
基
づ
く
公
衆
衛
生
上
必
要
な
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
生
活
衛
生
課
）
一
〇
五

香
川
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（

〃
　
　
）
一
〇
八

香
川
県
立
病
院
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
県
立
病
院
課
）
一
一
四

香
川
県
計
量
検
定
所
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
　
　
　
　
　
　
　
　
（
経
営
支
援
課
）
一
一
五

香
川
県
立
農
業
大
学
校
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
　
　
　
　
　
　
　
（
農
業
経
営
課
）
一
二
二

香
川
県
港
湾
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
港
　
湾
　
課
）
一
二
三

香
川
県
営
住
宅
条
例
及
び
高
松
広
域
都
市
計
画
事
業
高
松
港
頭
土
地
区
画
整
理
事
業
施
行

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
都
市
計
画
課
、
住
宅
課
）
一
二
六

公
立
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
　
　
　
（
教
育
委
員
会
）

栄
養
教
諭
制
度
の
導
入
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例
　
　
　
（

〃
　
　
）
一
四
〇

産
業
教
育
手
当
の
支
給
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
　
　
　
（

〃
　
　
）

定
時
制
通
信
教
育
手
当
の
支
給
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（

〃
　
　
）

教
育
長
の
給
与
、
旅
費
、
退
職
手
当
及
び
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）
一
四
一

香
川
県
立
学
校
職
員
及
び
香
川
県
市
町
立
学
校
県
費
負
担
教
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

二

◇
香
川
県
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す

る
条
例
（
平
成
十
八
年
香
川
県
条
例
第
三
号
）

１
　
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る

法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
の
施
行
に
よ
り
法
令
に
基
づ
き
民
間
事
業
者

等
に
保
存
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
書
面
の
電
子
保
存
を
容
認
す
る
た
め
の
法
整
備
が
行

わ
れ
た
こ
と
を
考
慮
し
て
、
同
法
の
適
用
を
受
け
な
い
条
例
等
に
基
づ
き
民
間
事
業
者
等

に
保
存
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
書
面
の
電
子
保
存
を
容
認
す
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
共

通
す
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
し
た
情
報
処
理
の
促
進

を
図
る
と
と
も
に
、
書
面
の
保
存
等
に
係
る
負
担
の
軽
減
等
を
通
じ
て
県
民
の
利
便
性
の

向
上
を
図
る
た
め
、
こ
の
条
例
を
制
定
す
る
こ
と
と
し
た
。

２
　
民
間
事
業
者
等
は
、
保
存
等
の
う
ち
他
の
条
例
等
の
規
定
に
よ
り
書
面
に
よ
り
行
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
書
面
の
保
存
等
に
代
え
て
電
磁
的

記
録
に
よ
る
保
存
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
、
そ
の
具
体
的
な
方
法
に
つ
い
て

は
、
規
則
で
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

３
　
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
知
事
等
の
給
与
等
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
八
年
香
川
県
条
例
第
四
号
）

１
　
財
政
再
建
方
策
に
基
づ
き
、
知
事
、
副
知
事
、
出
納
長
等
の
特
別
職
の
職
員
及
び
一
般

職
の
職
員
の
給
与
並
び
に
行
政
委
員
会
の
委
員
等
の
報
酬
の
減
額
措
置
を
講
じ
る
た
め
、

こ
の
条
例
を
制
定
す
る
こ
と
と
し
た
。

２
　
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
平
成
十
九
年
三
月
三

十
一
日
限
り
、
効
力
を
失
う
こ
と
と
し
た
。

◇
香
川
県
障
害
者
介
護
給
付
費
等
不
服
審
査
会
条
例
（
平
成
十
八
年
香
川
県
条
例
第
五
号
）

１
　
障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
の
規
定
に
よ
る
市
町
の
介

護
給
付
費
等
に
係
る
処
分
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
の
事
件
を
取
り
扱
わ
せ
る
た
め
、
同
法

第
九
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
「
香
川
県
障
害
者
介
護
給
付
等
不
服
審
査
会
」
を

香
川
県
高
等
学
校
定
時
制
課
程
及
び
通
信
制
課
程
在
学
生
修
学
資
金
貸
付
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）
一
四
二

香
川
県
少
年
自
然
の
家
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
条
例
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

香
川
県
警
察
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
　
　
　
　
　
　
　
（
公
安
委
員
会
）
一
四
三

警
察
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
　
（

〃
　
　
）

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）
一
四
五

香
川
県
警
察
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

香
川
県
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
水
　
道
　
局
）
一
四
六

香
川
県
精
神
保
健
福
祉
審
議
会
条
例
を
廃
止
す
る
条
例
　
　
　
　
　
　
　
（
障
害
福
祉
課
）
一
四
七

香
川
県
地
域
改
善
対
策
職
業
訓
練
受
講
資
金
等
貸
付
条
例
を
廃
止
す
る
条
例（

労
働
政
策
課
）

香
川
県
飼
料
検
定
条
例
を
廃
止
す
る
条
例
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
畜
　
産
　
課
）
一
四
八

香
川
県
地
域
改
善
対
策
高
等
学
校
等
奨
学
資
金
貸
与
条
例
を
廃
止
す
る
条
例（

教
育
委
員
会
）

◇
香
川
県
市
町
合
併
推
進
審
議
会
条
例
（
平
成
十
八
年
香
川
県
条
例
第
二
号
）

１
　
市
町
村
の
合
併
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
）
の
施
行

に
よ
り
、
都
道
府
県
は
、
総
務
大
臣
が
定
め
た
自
主
的
な
市
町
村
の
合
併
を
推
進
す
る
た

め
の
基
本
的
な
指
針
に
基
づ
き
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
に
お
け
る
自
主
的
な
市
町
村
の

合
併
の
推
進
に
関
す
る
構
想
を
定
め
る
に
際
し
て
、
意
見
を
聴
く
た
め
の
合
議
制
の
機
関

を
置
く
も
の
と
さ
れ
、
当
該
合
議
制
の
機
関
に
関
し
必
要
な
事
項
は
条
例
で
定
め
る
こ
と

と
さ
れ
た
た
め
、
こ
の
条
例
を
制
定
す
る
こ
と
と
し
た
。

２
　
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

三

設
置
す
る
た
め
、
こ
の
条
例
を
制
定
す
る
こ
と
と
し
た
。

２
　
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
香
川
県
身
体
障
害
者
社
会
参
加
支
援
施
設
条
例
（
平
成
十
八
年
香
川
県
条
例
第
六
号
）

１
　
障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
の
制
定
に
伴
う
身
体
障
害

者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
の
改
正
に
よ
り
、
障
害
者
福
祉
施

設
体
系
が
変
更
さ
れ
、
従
来
視
聴
覚
障
害
者
情
報
提
供
施
設
と
し
て
身
体
障
害
者
更
生
援

護
施
設
の
中
に
分
類
さ
れ
て
い
た
香
川
県
視
覚
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
及
び
香
川
県
聴
覚

障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て
は
、
新
た
に
身
体
障
害
者
社
会
参
加
支
援
施
設
の
中
に

分
類
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
、
身
体
障
害
者
社
会
参
加
支
援
施
設
条
例
を
新
た
に
制

定
す
る
こ
と
と
し
た
。

２
　
平
成
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
香
川
県
使
用
料
、
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
八
年
香
川
県
条
例
第
七

号
）

１
　
県
民
負
担
の
適
正
化
及
び
公
平
化
を
図
る
た
め
、
当
該
収
入
を
充
て
て
執
行
す
る
事
務

に
要
す
る
経
費
並
び
に
国
及
び
他
県
に
お
け
る
同
種
又
は
類
似
の
料
金
と
の
均
衡
を
保
つ

観
点
か
ら
、
現
行
の
使
用
料
及
び
手
数
料
に
つ
い
て
見
直
し
を
行
い
、
改
定
す
る
こ
と
と

し
た
。

２
　
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
一
部
の
規
定
は
、
公

布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
特
別
会
計
の
設
置
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
八
年
香
川
県
条
例
第

八
号
）

１
　
県
債
の
借
換
え
及
び
県
債
の
償
還
に
係
る
経
理
を
明
確
に
す
る
た
め
、
県
債
管
理
特
別

会
計
を
新
た
に
設
置
す
る
こ
と
と
し
た
。

２
　
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
香
川
県
議
会
議
員
の
報
酬
、
費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
支
給
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
平
成
十
八
年
香
川
県
条
例
第
九
号
）

１
　
特
別
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
五
十
二
号
）
の

一
部
が
改
正
さ
れ
た
こ
と
等
を
考
慮
し
、
議
会
の
議
員
の
受
け
る
期
末
手
当
の
支
給
割
合

の
改
定
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

２
　
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
八
年
香
川
県
条
例

第
十
号
）

１
　
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
に
基
づ
く
書
面
の
保
存
等
を
電

子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ

り
行
う
に
当
た
り
必
要
な
事
項
を
定
め
る
と
と
も
に
、
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の

認
証
の
申
請
等
に
お
け
る
手
続
の
簡
略
化
を
図
る
た
め
、
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し

た
。

２
　
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
香
川
県
立
文
書
館
条
例
及
び
香
川
県
立
図
書
館
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
八

年
香
川
県
条
例
第
十
一
号
）

１
　
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
管
理
の
委

託
に
関
す
る
規
定
を
削
除
す
る
等
関
係
条
例
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

２
　
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
香
川
県
行
政
手
続
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
八
年
香
川
県
条
例
第
十
二
号
）

１
　
行
政
手
続
法
（
平
成
五
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
所
要
の
改
正
を

行
う
こ
と
と
し
た
。

２
　
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
香
川
県
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
八
年
香
川
県
条
例
第
十
三
号
）
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香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

四

１
　
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
八
十
二
号
）
の
一
部
改
正
に
よ

り
、
退
職
手
当
制
度
に
つ
い
て
、
職
員
の
在
職
期
間
中
の
公
務
へ
の
貢
献
度
を
よ
り
的
確

に
反
映
さ
せ
る
た
め
、
中
期
勤
続
職
員
の
退
職
手
当
の
支
給
率
を
改
定
す
る
と
と
も
に
、

一
定
期
間
の
職
務
の
内
容
に
応
じ
た
調
整
の
仕
組
み
を
創
設
す
る
等
の
構
造
面
の
見
直
し

が
行
わ
れ
た
国
家
公
務
員
と
の
均
衡
等
を
考
慮
し
、
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

２
　
退
職
手
当
の
額
は
、
退
職
手
当
の
基
本
額
に
役
職
別
の
貢
献
度
に
応
じ
た
退
職
手
当
の

調
整
額
を
加
え
て
得
た
額
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

３
　
退
職
手
当
の
支
給
率
に
つ
い
て
、
中
期
勤
続
職
員
の
支
給
率
を
引
き
上
げ
る
と
と
も
に
、

長
期
勤
続
職
員
の
支
給
率
を
微
減
さ
せ
る
こ
と
と
し
た
。

４
　
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
知
事
等
の
給
与
、
旅
費
及
び
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十

八
年
香
川
県
条
例
第
十
六
号
）

１
　
特
別
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
五
十
二
号
）
の

一
部
が
改
正
さ
れ
た
こ
と
等
を
考
慮
し
て
知
事
等
の
受
け
る
期
末
手
当
の
支
給
割
合
を
改

定
し
、
及
び
常
勤
の
監
査
委
員
の
受
け
る
退
職
手
当
の
額
の
特
例
を
定
め
る
た
め
、
所
要

の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

２
　
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
一
部
の
規
定
は
、
平
成
十
八
年
四

月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
八
年
香
川
県
条

例
第
十
七
号
）

１
　
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
、
業
務
の
特
殊
性
及
び
国
家
公
務
員
等
と
の
均
衡
を
考
慮
し
、

特
殊
性
の
低
下
し
た
業
務
に
係
る
特
殊
勤
務
手
当
を
廃
止
す
る
な
ど
特
殊
勤
務
手
当
全
般

に
わ
た
っ
て
、
そ
の
種
類
、
支
給
範
囲
及
び
支
給
額
等
に
つ
い
て
見
直
し
を
行
い
、
所
要

の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

２
　
職
員
の
消
防
訓
練
業
務
手
当
、
分
べ
ん
介
助
業
務
手
当
、
速
記
手
当
及
び
理
学
療
法
業

務
手
当
を
廃
止
す
る
と
と
も
に
、
細
菌
検
査
業
務
手
当
、
放
射
線
取
扱
手
当
、
防
疫
作
業

１
　
行
財
政
改
革
に
よ
る
職
員
数
の
削
減
を
よ
り
着
実
に
進
め
る
た
め
、
職
員
の
定
数
に
つ

い
て
実
人
員
に
沿
っ
た
見
直
し
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

２
　
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
及
び
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
八
年
香
川
県
条
例
第
十
四
号
）

１
　
香
川
県
人
事
委
員
会
に
よ
る
平
成
十
七
年
十
月
十
九
日
付
け
「
職
員
の
給
与
等
に
関
す

る
報
告
と
勧
告
」
の
趣
旨
に
基
づ
き
、
国
家
公
務
員
と
の
均
衡
等
を
考
慮
し
、
次
の
と
お

り
改
正
す
る
こ
と
と
し
た
。

給
料
表
の
級
及
び
号
給
の
構
成
を
改
め
、
職
員
の
給
料
月
額
を
引
き
下
げ
る
こ
と
と

し
た
。

職
員
の
昇
給
は
、
勤
務
成
績
に
応
じ
て
行
う
こ
と
と
し
、
良
好
な
成
績
で
勤
務
し
た

職
員
の
昇
給
の
号
給
数
を
四
号
給
（
管
理
又
は
監
督
の
地
位
に
あ
る
職
員
は
あ
っ
て
は
、

三
号
給
）
と
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
五
十
五
歳
を
超
え
る
職
員
の
昇
給
の
号
給

数
は
、
二
号
給
と
す
る
こ
と
と
し
た
。
ま
た
、
職
務
の
級
に
お
け
る
最
高
の
号
給
を
超

え
て
昇
給
し
な
い
こ
と
と
し
た
。

職
員
の
初
任
給
調
整
手
当
、
扶
養
手
当
及
び
農
林
漁
業
普
及
指
導
手
当
の
月
額
を
引

き
下
げ
る
こ
と
と
し
た
。

職
員
の
調
整
手
当
を
廃
止
し
、
新
た
に
地
域
手
当
を
設
け
、
当
該
地
域
に
お
け
る
民

間
の
賃
金
水
準
を
基
礎
と
し
、
当
該
地
域
に
お
け
る
物
価
等
を
考
慮
し
て
定
め
る
地
域

に
勤
務
す
る
職
員
等
に
対
し
、
給
料
、
給
料
の
特
別
調
整
額
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
の

合
計
額
に
、
地
域
手
当
の
級
地
の
区
分
に
応
じ
て
定
め
る
割
合
等
を
乗
じ
て
得
た
額
を

支
給
す
る
こ
と
と
し
た
。

職
員
の
期
末
手
当
又
は
勤
勉
手
当
の
支
給
割
合
を
引
き
上
げ
る
こ
と
と
し
た
。

２
　
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
香
川
県
職
員
退
職
手
当
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
八
年
香
川
県
条
例
第
十
五

号
）
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香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

五

正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

２
　
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
附
属
機
関
を
構
成
す
る
委
員
そ
の
他
の
構
成
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
（
平
成
十
八
年
香
川
県
条
例
第
二
十
一
号
）

１
　
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
保
育
士
試

験
の
実
施
に
関
す
る
事
務
の
全
部
を
指
定
試
験
機
関
に
行
わ
せ
る
こ
と
に
伴
い
、
県
と
し

て
保
育
士
試
験
委
員
を
選
任
す
る
必
要
が
な
く
な
っ
た
た
め
、
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と

と
し
た
。

２
　
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
香
川
県
身
体
障
害
者
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
平
成
十
八
年
香
川
県
条
例
第
二
十
二
号
）

１
　
香
川
県
身
体
障
害
者
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て
、
従
来
の
身
体

障
害
児
・
者
へ
の
支
援
だ
け
で
は
な
く
、
高
齢
者
へ
の
支
援
な
ど
、
そ
の
役
割
が
拡
大
し

て
き
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
施
設
名
称
を
変
更
す
る
と
と
も
に
、
障
害
者
自
立
支
援
法

（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
の
制
定
に
伴
い
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

２
　
平
成
十
八
年
四
月
一
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
一
部
の
規
定
は
、
同
年

十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
食
品
衛
生
法
に
基
づ
く
公
衆
衛
生
上
必
要
な
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
平
成
十
八
年
香
川
県
条
例
第
二
十
三
号
）

１
　
近
年
、
Ｂ
Ｓ
Ｅ
問
題
や
偽
装
表
示
問
題
な
ど
を
契
機
と
し
て
食
品
の
安
全
へ
の
関
心
が

高
ま
る
中
、
国
に
お
い
て
は
、
「
食
品
等
事
業
者
が
実
施
す
べ
き
管
理
運
営
に
関
す
る
指

針
（
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
）
」
が
策
定
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
こ
の
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
の
内
容
を
踏
ま
え
、
食
品
の
安
全
性
を
よ
り
一
層
確
保
す
る
た
め
、
現
在
定
め
て
い

る
食
品
衛
生
法
に
基
づ
く
公
衆
衛
生
上
必
要
な
基
準
に
つ
い
て
、
所
要
の
改
正
を
行
う
こ

と
と
し
た
。

手
当
及
び
麻
薬
取
締
業
務
手
当
を
そ
れ
ぞ
れ
他
の
特
殊
勤
務
手
当
に
統
合
す
る
こ
と
と
し

た
。

３
　
職
員
の
県
税
事
務
手
当
、
狂
犬
病
予
防
等
業
務
手
当
、
と
畜
検
査
業
務
手
当
、
社
会
福

祉
業
務
手
当
、
結
核
患
者
訪
問
手
当
、
感
染
症
等
治
療
業
務
手
当
、
精
神
病
治
療
業
務
手

当
、
夜
間
看
護
等
手
当
、
児
童
福
祉
業
務
手
当
、
知
的
障
害
者
福
祉
業
務
手
当
、
職
業
訓

練
業
務
手
当
、
農
業
経
営
者
養
成
手
当
、
家
畜
保
健
衛
生
業
務
手
当
、
用
地
交
渉
等
業
務

手
当
、
特
殊
現
場
作
業
手
当
及
び
特
殊
現
場
指
導
業
務
手
当
の
支
給
範
囲
又
は
支
給
額
等

を
改
め
る
こ
と
と
し
た
。

４
　
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
一
部
の
規
定
は
同
年

六
月
一
日
か
ら
、
一
部
の
規
定
は
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
障
害
者
自
立
支
援
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
八
年
香
川

県
条
例
第
十
八
号
）

１
　
障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
関
係
条

例
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

２
　
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
一
部
の
規
定
は
同
年

十
月
一
日
、
一
部
の
規
定
は
規
則
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
香
川
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
八
年
香
川
県

条
例
第
十
九
号
）

１
　
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
う
ち
、
市
町
が
処
理
す
る
こ
と
と
す
る
事
務
及
び
対
象

と
な
る
市
町
を
追
加
す
る
た
め
、
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

２
　
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
香
川
県
介
護
保
険
財
政
安
定
化
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
八
年
香
川
県

条
例
第
二
十
号
）

１
　
香
川
県
介
護
保
険
財
政
安
定
化
基
金
の
現
在
の
積
立
額
と
今
後
の
基
金
事
業
に
要
す
る

費
用
の
額
を
考
慮
し
、
市
町
か
ら
徴
収
す
る
拠
出
金
の
額
を
決
定
す
る
た
め
、
所
要
の
改
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香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

六

２
　
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
香
川
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
八
年
香

川
県
条
例
第
二
十
四
号
）

１
　
人
と
動
物
と
の
調
和
の
と
れ
た
共
生
社
会
の
実
現
を
目
的
に
加
え
る
こ
と
と
し
た
。

２
　
飼
い
主
等
の
責
務
、
人
と
動
物
に
共
通
す
る
感
染
症
の
調
査
等
、
市
町
等
の
協
力
に
つ

い
て
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

３
　
飼
い
主
の
遵
守
事
項
に
、
離
乳
前
の
動
物
の
譲
渡
制
限
等
を
加
え
る
と
と
も
に
、
猫
の

飼
い
主
の
遵
守
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

４
　
危
険
な
動
物
に
係
る
許
可
関
係
の
規
定
が
法
律
で
規
定
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
関
係
規
定

の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

５
　
動
物
の
引
取
り
、
収
容
等
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

６
　
平
成
十
八
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
香
川
県
立
病
院
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
八
年
香

川
県
条
例
第
二
十
五
号
）

１
　
県
立
病
院
の
利
用
及
び
運
営
の
状
況
を
考
慮
し
、
そ
の
診
療
科
目
及
び
病
床
数
に
つ
い

て
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

２
　
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
香
川
県
計
量
検
定
所
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
八
年
香
川
県
条
例
第
二
十
六

号
）

１
　
香
川
県
計
量
検
定
所
が
行
う
計
量
器
の
検
定
、
検
査
等
の
手
数
料
を
そ
の
内
容
に
応
じ

た
区
分
等
に
見
直
す
と
と
も
に
、
新
た
に
有
償
に
よ
る
受
託
検
査
及
び
検
査
結
果
証
明
書

の
発
行
を
行
う
た
め
、
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

２
　
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
香
川
県
立
農
業
大
学
校
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
八
年
香
川
県
条
例
第
二
十

七
号
）

１
　
県
立
高
等
学
校
等
に
係
る
手
数
料
と
の
均
衡
を
図
る
た
め
、
新
た
に
、
香
川
県
立
農
業

大
学
校
の
学
生
又
は
研
修
生
で
あ
っ
た
者
の
証
明
に
係
る
手
数
料
を
徴
収
す
る
こ
と
か
ら
、

所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

２
　
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
香
川
県
港
湾
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
八
年
香
川
県
条
例
第
二
十
八
号
）

１
　
港
湾
等
の
公
共
水
域
に
お
い
て
、
一
部
無
秩
序
に
放
置
さ
れ
て
い
る
プ
レ
ジ
ャ
ー
ボ
ー

ト
に
起
因
す
る
船
舶
航
行
へ
の
支
障
、
港
湾
環
境
の
悪
化
等
が
社
会
問
題
化
し
て
い
る
こ

と
か
ら
、
県
管
理
港
湾
に
お
け
る
適
切
な
公
共
水
域
の
利
用
を
確
保
す
る
た
め
、
プ
レ
ジ

ャ
ー
ボ
ー
ト
そ
の
他
の
小
型
船
舶
の
保
管
の
た
め
の
施
設
と
し
て
「
小
型
船
舶
用
泊
地
」

及
び
「
詫
間
港
ボ
ー
ト
パ
ー
ク
」
を
新
た
に
整
備
す
る
こ
と
並
び
に
高
松
港
港
湾
施
設
の

野
積
場
使
用
料
の
均
衡
を
図
る
た
め
、
使
用
料
の
区
分
の
見
直
し
を
行
う
こ
と
等
に
伴
い
、

所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

２
　
平
成
十
八
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
一
部
の
規
定
は
、
同

年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
香
川
県
営
住
宅
条
例
及
び
高
松
広
域
都
市
計
画
事
業
高
松
港
頭
土
地
区
画
整
理
事
業
施
行
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
八
年
香
川
県
条
例
第
二
十
九
号
）

１
　
土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
関
係

条
例
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

２
　
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
公
立
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
八
年
香
川
県
条

例
第
三
十
号
）

１
　
香
川
県
人
事
委
員
会
に
よ
る
平
成
十
七
年
十
月
十
九
日
付
け
「
職
員
の
給
与
等
に
関
す

る
報
告
と
勧
告
」
の
趣
旨
に
基
づ
き
、
国
家
公
務
員
と
の
均
衡
等
を
考
慮
し
、
次
の
と
お

り
改
正
す
る
こ
と
と
し
た
。
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香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

七

高
等
学
校
等
教
育
職
給
料
表
及
び
中
学
校
及
び
小
学
校
教
育
職
給
料
表
の
号
給
の
構

成
を
改
め
、
職
員
の
給
料
月
額
を
引
き
下
げ
る
こ
と
と
し
た
。

職
員
の
昇
給
は
、
勤
務
成
績
に
応
じ
て
行
う
こ
と
と
し
、
良
好
な
成
績
で
勤
務
し
た

職
員
の
昇
給
の
号
給
数
を
四
号
給
（
管
理
又
は
監
督
の
地
位
に
あ
る
職
員
に
あ
っ
て
は
、

三
号
給
）
と
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
五
十
五
歳
を
超
え
る
職
員
の
昇
給
の
号
給

数
は
、
二
号
給
と
す
る
こ
と
と
し
た
。
ま
た
、
職
務
の
級
に
お
け
る
最
高
の
号
給
を
超

え
て
昇
給
し
な
い
こ
と
と
し
た
。

職
員
の
扶
養
手
当
の
月
額
を
引
き
下
げ
る
こ
と
と
し
た
。

職
員
の
勤
勉
手
当
の
支
給
割
合
を
引
き
上
げ
る
こ
と
と
し
た
。

２
　
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
栄
養
教
諭
制
度
の
導
入
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
八
年
香
川
県
条

例
第
三
十
一
号
）

１
　
学
校
教
育
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
四
十
九
号
）
の
施
行

に
よ
り
新
た
に
設
け
ら
れ
た
栄
養
教
諭
制
度
を
導
入
す
る
た
め
、
栄
養
教
諭
の
給
与
等
に

関
し
、
関
係
条
例
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

２
　
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
産
業
教
育
手
当
の
支
給
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
八
年
香
川
県
条

例
第
三
十
二
号
）

１
　
産
業
経
済
の
発
展
や
産
業
教
育
を
取
り
巻
く
環
境
の
変
化
を
考
慮
し
、
産
業
教
育
手
当

の
額
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

２
　
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
定
時
制
通
信
教
育
手
当
の
支
給
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
八
年
香

川
県
条
例
第
三
十
三
号
）

１
　
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
や
定
時
制
教
育
及
び
通
信
教
育
を
取
り
巻
く
環
境
の
変
化
を
考

慮
し
、
定
時
制
通
信
教
育
手
当
の
額
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

２
　
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
教
育
長
の
給
与
、
旅
費
、
退
職
手
当
及
び
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
（
平
成
十
八
年
香
川
県
条
例
第
三
十
四
号
）

１
　
知
事
等
の
期
末
手
当
の
支
給
割
合
と
の
均
衡
を
考
慮
し
て
教
育
長
の
受
け
る
期
末
手
当

の
支
給
割
合
を
改
定
し
、
及
び
教
育
長
の
受
け
る
退
職
手
当
の
額
の
特
例
を
定
め
る
た
め
、

所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

２
　
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
一
部
の
規
定
は
、
平
成
十
八
年
四

月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
香
川
県
立
学
校
職
員
及
び
香
川
県
市
町
立
学
校
県
費
負
担
教
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
（
平
成
十
八
年
香
川
県
条
三
十
五
号
）

１
　
小
学
校
の
児
童
数
並
び
に
中
学
校
及
び
高
等
学
校
の
生
徒
数
の
変
化
等
を
踏
ま
え
、
県

立
学
校
職
員
及
び
市
町
立
学
校
県
費
負
担
教
職
員
の
定
数
を
改
め
る
た
め
、
所
要
の
改
正

を
行
う
こ
と
と
し
た
。

２
　
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
香
川
県
高
等
学
校
定
時
制
課
程
及
び
通
信
制
課
程
在
学
生
修
学
資
金
貸
付
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
（
平
成
十
八
年
香
川
県
条
例
第
三
十
六
号
）

１
　
香
川
県
高
等
学
校
定
時
制
課
程
及
び
通
信
制
課
程
在
学
生
修
学
資
金
に
つ
い
て
、
貸
付

け
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
た
運
営
を
図
る
と
と
も
に
、
そ
の
者
の
負

担
を
軽
減
す
る
た
め
、
次
の
と
お
り
改
正
す
る
こ
と
と
し
た
。

修
学
資
金
の
月
額
を
、
五
千
円
、
一
万
円
又
は
一
万
四
千
円
の
い
ず
れ
か
と
す
る
こ

と
と
し
た
。

連
帯
保
証
人
の
人
数
を
、
一
人
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

２
　
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
香
川
県
少
年
自
然
の
家
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
条
例
（
平
成
十
八
年
香
川
県
条
例
第

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

八

三
十
七
号
）

１
　
香
川
県
立
五
色
台
少
年
自
然
の
家
及
び
香
川
県
五
色
台
野
外
活
動
セ
ン
タ
ー
を
統
合
し

一
体
的
な
運
営
を
行
う
た
め
、
香
川
県
少
年
自
然
の
家
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
と
と
も

に
、
香
川
県
五
色
台
野
外
活
動
セ
ン
タ
ー
条
例
を
廃
止
す
る
等
所
要
の
改
正
等
を
行
う
こ

と
と
し
た
。

２
　
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
香
川
県
警
察
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
八
年
香
川
県
条
例
第
三
十

八
号
）

１
　
依
然
と
し
て
厳
し
い
治
安
情
勢
に
的
確
に
対
応
し
、
県
民
が
真
に
求
め
て
い
る
安
全
と

安
心
を
確
保
す
る
た
め
、
警
察
官
の
定
数
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

２
　
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
警
察
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
八
年
香
川

県
条
例
第
三
十
九
号
）

１
　
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
等
を
考
慮
し
、
特
殊
性
が
低
下
し
た
勤
務
の
特
殊
勤
務
手
当
を

廃
止
す
る
な
ど
そ
の
種
類
及
び
支
給
範
囲
に
つ
い
て
、
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

２
　
警
察
職
員
の
火
薬
類
取
扱
等
手
当
、
運
転
免
許
路
上
試
験
手
当
、
高
所
手
当
及
び
有
害

物
取
扱
手
当
を
廃
止
す
る
と
と
も
に
、
交
通
取
締
用
自
動
車
・
警
ら
用
無
線
自
動
車
運
転

手
当
を
交
通
捜
査
等
手
当
又
は
警
ら
手
当
に
統
合
す
る
こ
と
と
し
た
。

３
　
警
察
職
員
の
犯
罪
捜
査
手
当
及
び
夜
間
特
殊
業
務
手
当
の
支
給
範
囲
を
改
め
る
こ
と
と

し
た
。

４
　
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
一
部
の
規
定
は
、
公

布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
（
平
成
十
八
年
香
川
県
条
例
第
四
十
号
）

１
　
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第

百
二
十
二
号
）
の
一
部
改
正
に
よ
り
、
無
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
の
う
ち
派
遣
型
フ
ァ

ッ
シ
ョ
ン
ヘ
ル
ス
の
営
業
形
態
の
一
つ
で
あ
る
受
付
所
営
業
を
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業

と
み
な
し
て
、
営
業
の
場
所
及
び
時
間
に
つ
い
て
条
例
で
規
制
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
こ

と
に
伴
い
、
こ
れ
ら
を
規
制
す
る
た
め
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。。

２
　
平
成
十
八
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
一
部
の
規
定
は
、
公

布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
香
川
県
警
察
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
八
年
香
川
県
条
例
第
四

十
一
号
）

１
　
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第

百
二
十
二
号
）
の
一
部
改
正
に
よ
り
、
性
風
俗
関
連
特
殊
営
業
を
営
も
う
と
す
る
者
か
ら

届
出
書
の
提
出
が
あ
っ
た
場
合
に
、
そ
の
者
に
届
出
確
認
書
を
交
付
す
る
手
続
が
新
た
に

設
け
ら
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
こ
れ
に
関
す
る
手
数
料
を
徴
収
す
る
た
め
所
要
の
改
正
を
行

う
こ
と
と
し
た
。

２
　
平
成
十
八
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
香
川
県
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平

成
十
八
年
香
川
県
条
例
第
四
十
二
号
）

１
　
民
間
に
お
け
る
賃
金
と
の
均
衡
を
考
慮
し
て
、
調
整
手
当
を
廃
止
し
新
た
に
地
域
手
当

を
設
け
る
た
め
、
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

２
　
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
香
川
県
精
神
保
健
福
祉
審
議
会
条
例
を
廃
止
す
る
条
例
（
平
成
十
八
年
香
川
県
条
例
第
四
十

三
号
）

１
　
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三

号
）
が
改
正
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
都
道
府
県
に
必
置
と
さ
れ
て
い
た
地
方
精
神
保
健
福
祉
審

議
会
に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県
は
条
例
で
置
く
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
本
審

議
会
の
必
要
性
に
つ
い
て
検
討
し
た
と
こ
ろ
、
本
審
議
会
の
役
割
及
び
機
能
は
香
川
県
障

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

九

害
者
施
策
推
進
協
議
会
等
で
代
替
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
等
か
ら
、
本
審
議
会
を
廃
止

す
る
た
め
、
こ
の
条
例
を
廃
止
す
る
こ
と
と
し
た
。

２
　
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
香
川
県
地
域
改
善
対
策
職
業
訓
練
受
講
資
金
等
貸
付
条
例
を
廃
止
す
る
条
例
（
平
成
十
八
年

香
川
県
条
例
第
四
十
四
号
）

１
　
香
川
県
地
域
改
善
対
策
職
業
訓
練
受
講
資
金
等
貸
付
条
例
は
、
旧
地
域
改
善
対
策
特
定

事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
対
象
地
域
の
同
和
関

係
者
で
、
経
済
的
な
理
由
に
よ
り
公
共
職
業
能
力
開
発
施
設
に
お
け
る
職
業
訓
練
の
受
講

が
困
難
な
も
の
に
対
し
、
受
講
資
金
等
の
貸
付
け
を
行
い
、
当
該
同
和
関
係
者
の
職
業
訓

練
の
受
講
の
促
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
貸
付
件
数

が
減
少
す
る
な
ど
そ
の
役
割
を
終
え
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
条
例
を
廃

止
す
る
こ
と
と
し
た
。

２
　
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
香
川
県
飼
料
検
定
条
例
を
廃
止
す
る
条
例
（
平
成
十
八
年
香
川
県
条
例
第
四
十
五
号
）

１
　
香
川
県
飼
料
検
定
条
例
は
、
飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
三
十
五
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
内
で
製
造
さ
れ
る
飼
料
で

公
定
規
格
が
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
、
県
が
検
定
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て

制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
飼
料
に
対
す
る
一
般
的
な
認
識
の
向
上
及
び
製
造
業
者
の

自
主
管
理
の
進
展
に
よ
り
、
規
格
に
適
合
し
な
い
粗
悪
な
飼
料
の
流
通
が
な
く
な
っ
た
こ

と
か
ら
、
近
年
、
本
条
例
に
よ
る
検
定
業
務
の
実
績
は
な
く
、
さ
ら
に
、
今
後
も
当
該
検

定
業
務
に
対
す
る
需
要
は
な
い
と
判
断
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
条
例
を
廃
止
す
る
こ
と

と
し
た
。

２
　
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
香
川
県
地
域
改
善
対
策
高
等
学
校
等
奨
学
資
金
貸
与
条
例
を
廃
止
す
る
条
例
（
平
成
十
八
年

香
川
県
条
例
第
四
十
六
号
）

１
　
香
川
県
地
域
改
善
対
策
高
等
学
校
等
奨
学
資
金
貸
与
条
例
は
、
経
済
的
な
理
由
に
よ
り

高
等
学
校
等
へ
進
学
後
修
学
す
る
こ
と
が
困
難
な
同
和
関
係
者
の
子
弟
の
修
学
の
促
進
を

図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
当
該
子
弟
の
高
等
学
校
等
へ
の

進
学
状
況
は
、
制
度
発
足
時
と
比
較
す
る
と
大
き
く
改
善
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、

こ
の
条
例
を
廃
止
す
る
こ
と
と
し
た
。

２
　
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

一
〇

香川県市町合併推進審議会条例をここに公布する。

平成十八年三月二十八日

香川県知事　　真　　鍋　　武　　紀

香川県条例第二号

香川県市町合併推進審議会条例

条例



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

一
一

香川県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例をここに公布

する。
平成十八年三月二十八日

香川県知事　　真　　鍋　　武　　紀

香川県条例第三号

香川県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

一
二



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

一
三

知事等の給与等の特例に関する条例をここに公布する。

平成十八年三月二十八日

香川県知事　　真　　鍋　　武　　紀

香川県条例第四号

知事等の給与等の特例に関する条例



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

一
四



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

一
五



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

一
六



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

一
七



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

一
八

香川県障害者介護給付費等不服審査会条例をここに公布する。

平成十八年三月二十八日

香川県知事　　真　　鍋　　武　　紀

香川県条例第五号

香川県障害者介護給付費等不服審査会条例



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

一
九

香川県身体障害者社会参加支援施設条例をここに公布する。



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

二
〇

平成十八年三月二十八日

香川県知事　　真　　鍋　　武　　紀

香川県条例第六号

香川県身体障害者社会参加支援施設条例



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

二
一

香川県使用料、手数料条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成十八年三月二十八日

香川県知事　　真　　鍋　　武　　紀

香川県条例第七号

香川県使用料、手数料条例の一部を改正する条例



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

二
二



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

二
三



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

二
四



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

二
五



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

二
六



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

二
七

特別会計の設置に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成十八年三月二十八日

香川県知事　　真　　鍋　　武　　紀

香川県条例第八号

特別会計の設置に関する条例の一部を改正する条例

香川県議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当支給条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成十八年三月二十八日

香川県知事　　真　　鍋　　武　　紀

香川県条例第九号

香川県議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当支給条例の一部を改正する条例



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

二
八

特定非営利活動促進法施行条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成十八年三月二十八日

香川県知事　　真　　鍋　　武　　紀

香川県条例第十号

特定非営利活動促進法施行条例の一部を改正する条例

香川県立文書館条例及び香川県立図書館条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成十八年三月二十八日

香川県知事　　真　　鍋　　武　　紀

香川県条例第十一号



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

二
九

香川県立文書館条例及び香川県立図書館条例の一部を改正する条例

香川県行政手続条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成十八年三月二十八日

香川県知事　　真　　鍋　　武　　紀

香川県条例第十二号

香川県行政手続条例の一部を改正する条例

香川県職員定数条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成十八年三月二十八日

香川県知事　　真　　鍋　　武　　紀

香川県条例第十三号

香川県職員定数条例の一部を改正する条例

職員の給与に関する条例及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例をこ

こに公布する。

平成十八年三月二十八日



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

三
〇

香川県知事　　真　　鍋　　武　　紀

香川県条例第十四号

職員の給与に関する条例及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

三
一



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

三
二



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

三
三



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

三
四



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

三
五



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

三
六



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

三
七



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

三
八



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

三
九



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

四
〇



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

四
一



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

四
二



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

四
三



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

四
四



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

四
五



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

四
六



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

四
七



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

四
八



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

四
九



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

五
〇



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

五
一



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

五
二



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

五
三



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

五
四



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

五
五



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

五
六



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

五
七



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

五
八



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

五
九



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

六
〇



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

六
一



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

六
二



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

六
三



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

六
四



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

六
五



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

六
六



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

六
七



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

六
八



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

六
九



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

七
〇



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

七
一



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

七
二



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

七
三



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

七
四



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

七
五



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

七
六



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

七
七



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

七
八



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

七
九



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

八
〇



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

八
一



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

八
二

香川県職員退職手当条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成十八年三月二十八日

香川県知事　　真　　鍋　　武　　紀

香川県条例第十五号

香川県職員退職手当条例の一部を改正する条例



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

八
三



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

八
四



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

八
五



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

八
六



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

八
七



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

八
八



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

八
九



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

九
〇



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

九
一



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

九
二



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

九
三

知事等の給与、旅費及び退職手当に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成十八年三月二十八日

香川県知事　　真　　鍋　　武　　紀

香川県条例第十六号

知事等の給与、旅費及び退職手当に関する条例の一部を改正する条例

職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成十八年三月二十八日

香川県知事　　真　　鍋　　武　　紀

香川県条例第十七号

職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

九
四



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

九
五



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

九
六



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

九
七



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

九
八

障害者自立支援法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例をここに公布する。

平成十八年三月二十八日

香川県知事　　真　　鍋　　武　　紀

香川県条例第十八号

障害者自立支援法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

九
九



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

一
〇
〇



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

一
〇
一

香川県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成十八年三月二十八日

香川県知事　　真　　鍋　　武　　紀

香川県条例第十九号

香川県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

一
〇
二



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

一
〇
三

香川県介護保険財政安定化基金条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成十八年三月二十八日

香川県知事　　真　　鍋　　武　　紀

香川県条例第二十号

香川県介護保険財政安定化基金条例の一部を改正する条例

附属機関を構成する委員その他の構成員の報酬等に関する条例の一部を改正する条例をここに公布

する。
平成十八年三月二十八日

香川県知事　　真　　鍋　　武　　紀

香川県条例第二十一号

付属機関を構成する委員その他の構成員の報酬等に関する条例の一部を改正する条例

香川県身体障害者総合リハビリテーションセンター条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成十八年三月二十八日

香川県知事　　真　　鍋　　武　　紀



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

一
〇
四

香川県条例第二十二号

香川県身体障害者リハビリテーションセンター条例の一部を改正する条例



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

一
〇
五

食品衛生法に基づく公衆衛生上必要な基準に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成十八年三月二十八日

香川県知事　　真　　鍋　　武　　紀

香川県条例第二十三号

食品衛生法に基づく公衆衛生上必要な基準に関する条例の一部を改正する条例



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

一
〇
六



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

一
〇
七



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

一
〇
八

香川県動物の愛護及び管理に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成十八年三月二十八日

香川県知事　　真　　鍋　　武　　紀

香川県条例第二十四号

香川県動物の愛護及び管理に関する条例の一部を改正する条例



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

一
〇
九



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

一
一
〇



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

一
一
一



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

一
一
二



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

一
一
三



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

一
一
四

香川県立病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成十八年三月二十八日

香川県知事　　真　　鍋　　武　　紀



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

一
一
五

香川県条例第二十五号

香川県立病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例

香川県計量検定所条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成十八年三月二十八日

香川県知事　　真　　鍋　　武　　紀

香川県条例第二十六号

香川県計量検定所条例の一部を改正する条例



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

一
一
六



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

一
一
七



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

一
一
八



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

一
一
九



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

一
二
〇



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

一
二
一



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

一
二
二

香川県立農業大学校条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成十八年三月二十八日

香川県知事　　真　　鍋　　武　　紀

香川県条例第二十七号

香川県立農業大学校条例の一部を改正する条例



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

一
二
三

香川県港湾管理条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成十八年三月二十八日

香川県知事　　真　　鍋　　武　　紀

香川県条例第二十八号

香川県港湾管理条例の一部を改正する条例



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

一
二
四



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

一
二
五



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

一
二
六

香川県営住宅条例及び高松広域都市計画事業高松港頭土地区画整理事業施行条例の一部を改正する

条例をここに公布する。

平成十八年三月二十八日

香川県知事　　真　　鍋　　武　　紀

香川県条例第二十九号

香川県営住宅条例及び高松広域都市計画事業高松港頭土地区画整理事業施行条例の一部を改正

する条例

公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成十八年三月二十八日

香川県知事　　真　　鍋　　武　　紀

香川県条例第三十号

公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

一
二
七



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

一
二
八



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

一
二
九



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

一
三
〇



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

一
三
一



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

一
三
二



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

一
三
三



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

一
三
四



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

一
三
五



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

一
三
六



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

一
三
七



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

一
三
八



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

一
三
九



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

一
四
〇

栄養教諭制度の導入に伴う関係条例の整備に関する条例をここに公布する。

平成十八年三月二十八日

香川県知事　　真　　鍋　　武　　紀

香川県条例第三十一号

栄養教諭制度の導入に伴う関係条例の整備に関する条例

産業教育手当の支給に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成十八年三月二十八日

香川県知事　　真　　鍋　　武　　紀

香川県条例第三十二号

産業教育手当の支給に関する条例の一部を改正する条例

定時制通信教育手当の支給に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

一
四
一

平成十八年三月二十八日

香川県知事　　真　　鍋　　武　　紀

香川県条例第三十三号

定時制通信教育手当の支給に関する条例の一部を改正する条例

教育長の給与、旅費、退職手当及び勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例をここに公布す

る。
平成十八年三月二十八日

香川県知事　　真　　鍋　　武　　紀

香川県条例第三十四号

教育長の給与、旅費、退職手当及び勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例

香川県立学校職員及び香川県市町立学校県費負担教職員定数条例の一部を改正する条例をここに公

布する。
平成十八年三月二十八日

香川県知事　　真　　鍋　　武　　紀

香川県条例第三十五号

香川県立学校職員及び香川県市町立学校県費負担教職員定数条例の一部を改正する条例



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

一
四
二

香川県高等学校定時制課程及び通信制課程在学生修学資金貸付条例の一部を改正する条例をここに

公布する。

平成十八年三月二十八日

香川県知事　　真　　鍋　　武　　紀

香川県条例第三十六号

香川県高等学校定時制課程及び通信制課程在学生修学資金貸付条例の一部を改正する条例

香川県少年自然の家条例の一部を改正する等の条例をここに公布する。

平成十八年三月二十八日

香川県知事　　真　　鍋　　武　　紀

香川県条例第三十七号

香川県少年自然の家条例の一部を改正する等の条例



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

一
四
三

香川県警察職員定数条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成十八年三月二十八日

香川県知事　　真　　鍋　　武　　紀

香川県条例第三十八号

香川県警察職員定数条例の一部を改正する条例

警察職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成十八年三月二十八日

香川県知事　　真　　鍋　　武　　紀

香川県条例第三十九号



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

一
四
四

警察職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
号
外
）

一
四
五

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の一部を改正する条例をここに公布す

る。
平成十八年三月二十八日

香川県知事　　真　　鍋　　武　　紀

香川県条例第四十号

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の一部を改正する条例

香川県警察関係手数料条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成十八年三月二十八日

香川県知事　　真　　鍋　　武　　紀

香川県条例第四十一号

香川県警察関係手数料条例の一部を改正する条例
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香川県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成十八年三月二十八日

香川県知事　　真　　鍋　　武　　紀

香川県条例第四十二号

香川県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例
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香川県精神保健福祉審議会条例を廃止する条例をここに公布する。

平成十八年三月二十八日

香川県知事　　真　　鍋　　武　　紀

香川県条例第四十三号

香川県精神保健福祉審議会条例を廃止する条例

香川県地域改善対策職業訓練受講資金等貸付条例を廃止する条例をここに公布する。

平成十八年三月二十八日

香川県知事　　真　　鍋　　武　　紀

香川県条例第四十四号

香川県地域改善対策職業訓練受講資金等貸付条例を廃止する条例
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香川県飼料検定条例を廃止する条例をここに公布する。

平成十八年三月二十八日

香川県知事　　真　　鍋　　武　　紀

香川県条例第四十五号

香川県飼料検定条例を廃止する条例

香川県地域改善対策高等学校等奨学資金貸与条例を廃止する条例をここに公布する。

平成十八年三月二十八日

香川県知事　　真　　鍋　　武　　紀

香川県条例第四十六号

香川県地域改善対策高等学校等奨学金貸与条例を廃止する条例
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古紙配合率70％
白色度70％再生紙を使用しています
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香川県報は、香川県ホームページにも掲載しています。
http://www. pref. kagawa. jp/


